
 

マイナンバー通知カード の住所変更について（ご案内） 

                   

マイナンバーカード（写真付）  

住民基本台帳カード（写真付） 

１ 住所変更について 

  土地区画整理事業（土地名称及び地番変更）に伴い、住所がかわると上記カードについて、住所変更の手続

きが必要になります。 

  手続きは、土地区画整理完了以降に手続きいただけます。 

なお、各カードについて、申請書及び受付場所等が違いますのでご注意ください。 

記入書類については、お一人様につき１枚ずつ届出をお願いいたします。不足する場合は、大変お手数です

が、複写していただきご利用ください。 

２ カードについて 

 
マイナンバー通知カード マイナンバーカード（写真付） 住民基本台帳カード（写真付）

 

  

記入書類 
通知カード 

表面記載事項変更届 

個人番号カード 

券面記載事項変更届 

住民基本台帳カード 

表面記載事項変更届 

受付場所 
市民課・祖父江支所・平和支所

各市民センター 
市民課・祖父江支所・平和支所 市民課・祖父江支所・平和支所

受付時間 

平日 ９：００－１７：１５ 

休日(市民課のみ) 

 毎月第４土曜日 

    ９：００－１２：００ 

平日 ９：００－１７：００ 

休日(市民課のみ)  

毎月第４土曜日 

    ９：００－１２：００ 

平日のみ ９：００－１７：００ 

代理人申請 

○ 

別世帯・別住所の場合は、 

別添委任状が必要です。 

× 

同一世帯員・法定代理人は可

× 

同一世帯員・法定代理人は可

持ち物 

・本人確認書類 

（運転免許証・保険証等） 

・認印 

・代理人の場合は、委任

状、代理人本人確認書類

（運転免許証・保険証等）

・マイナンバーカード（写真付）

・認印 

・住民基本台帳カード（写真付）

・認印 

※ サインパネル領域（住所等を書く欄）が、すでに満欄である、または残り領域が少ない場合は、カードの切替

申請等が必要になりますので事前に市民課（0587-32-1302（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ））までお問い合わせください。 



 

３ マイナンバーカードの交付申請書について 

  マイナンバーカード（写真付）をお持ちでない方で、今後マイナンバー

カード（写真付）の申請を予定されている方につきましては、このたびの

住所変更に伴い、お手持ちの個人番号カード交付申請書（旧住所記載）

によるカードの申請はできません。 

  申請については、新しい住所記載の申請書を発行いたしますので、お

近くの市役所・支所・市民センターへおでかけください。 

なお、土地区画整理事業実施まで残り１か月程度以内に現住所地でカ

ードの申請をされますと、申請が受付されないことがありますので、土地

区画整理完了以降に新しい住所記載の申請書にてカードの申請をしてい

ただくようお願いいたします。 

個人番号カード交付申請書（例） 

 

 


